
瀬戸市地域交流センター条例の一部の施行期日を定める規則をここに公

布する。 

平成２３年２月２２日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第３号 

瀬戸市地域交流センター条例の一部の施行期日を定める規則 

瀬戸市地域交流センター条例（平成２２年瀬戸市条例第２８号）附則第

１項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成２３年４月１日とする。 


